
金
滞
古
蹟
志
巻
二
十

を
ダ
ヤ
谷
と
呼
ぺ
る
名
義
、
未
だ
鮮
か
た
ら
宇
。

野

。
闘

泉
野
新
村
の
地
内
に
て
、
標
高
・
吹
上
の
末
也
。
昔
は
が
け
の
上
野
と

呼
ぺ
り
と
ぞ
。
三
萱
記
に
、
元
和
二
年
の
頃
、
石
川
・
河
北
雨
郡
の
裁

許
を
灘
奥
右
衛
門
に
命
ぜ
ら
れ
、
犀
川
の
が
け
の
上
野
に
柿
木
畑
・
栗

林
・
葡
萄
棚
、
山
の
か
た
は
し
に
硬
金
子
畑
を
付
け
さ
せ
ら
宅
と
あ

り
。
按
事
る
に
、
山
伏
金
剛
寺
由
来
書
に
、
寛
永
十
二
年
に
泉
野
欠

上
新
村
領
地
へ
引
移
る
と
あ
る
欠
上
新
村
は
、
今
泉
野
新
村
の
事
な

ら
ん
か
。
寛
永
の
頃
は
か
く
村
名
に
も
掛
倒
し
た
り
し
と
聞
ゆ
。

。
闘
野
神
社

俗
に
関
野
の
紳
明
と
呼
ぺ

b
。
営
枇
は
十
一
屋
謹
二
百
八
十
徐
戸
の

産
土
紳
に
て
、
従
前
は
山
伏
金
側
寺
世
々
ト
奉
仕
せ
し
慮
、
明
治
二
年

紳
働
混
稀
御
陵
止
に
付
き
‘
・
復
飾
し
て
紳
臓
と
成
り
1

同
五
年
十
一

月
村
祉
に
列
せ
ら
れ
、
後
祉
税
を
閥
野
紳
祉
と
定
め
ら
る
。

。
山
伏
金
悶
寺
来
歴

貞
享
二
年
の
由
来
舎
に
云
ふ
。
元
組
三
悦
坊
加
州
能
美
郡
金
問
寺
村

民
居
住
仕
鹿
.
寛
永
十
二
年
泉
野
欠
上
新
村
領
地
へ
移
位
、
民
安
年

中
岡
村
伊
右
衛
門
と
去
者
、
紳
明
宮
を
勘
諦
仕
‘
則
別
賞
に
罷
成
、

五

粧
務
仕
来
。
と
あ
り
。
按
宇
る
に
、
金
剛
寺
の
寺
械
は
、
能
美
郡
金

剛
寺
村
た
る
金
剛
寺
の
衆
徒
た
る
も
の
、
僅
に
残
り
て
修
験
波
山
伏

と
成
り
た
る
に
因
る
友
ら
ん
か
。
三
州
名
蹴
誌
に
、
能
美
郡
金
剛
寺

村
民
昔
金
剛
寺
と
て
提
言
宗
の
寺
院
あ
り
。
北
図
七
大
寺
の
一
ヶ
寺

.
に
て

E
剰
な
り
し
か
ど
、
飢
世
の
頃
兵
火
花
椴
り
て
断
絶
し
、
今
共

の
遺
跡
と
て
寺
跡
残
れ
り
。
と
い
へ
り
。
平
次
按
守
る
に
、
蔭
涼
軒

季
瑠
・
日
銀
K
.
長
総
三
年
九
月
廿
八
目
、
賀
州
締
昌
寺
領
金
剛
寺
林

之
事
、
代
々
御
判
賞
知
行
之
底
‘
自
白
金
剛
寺
-
逮
鋭
之
由
披
=
露
之
-
云

々
。
と
い
ふ
事
な
ど
見
ね
た
り
。

。
閥
野
屋
伊
右
衛
門
侮

伊
右
衛
門
は
、
泉
野
新
村
の
農
民
に
て
、
此
の
地
縫
創
業
以
前
よ
り

の
奮
家
に
て
、
闘
野
一
脚
祉
の
傍
に
居
住
す
。
奮
停
に
云
ふ
。
昔
槙
島

の
地
漣
都
て
荒
地
の
暁
野
た
り
し
を
、
伊
方
術
門
の
元
祖
悉
〈
開
墾

し
、
銀
守
祉
と
し
て
初
め
て
紳
明
祉
を
創
立
す
。
然
る
に
後
迫
々
人
家

を
鎗
り
、
町
地
・
組
地
と
成
り
、
家
屋
連
携
す
と
い
へ
ど
も
、
伊
右
衛

門
は
共
の
昔
よ
り
の
健
に
て
、
今
に
至
り
敷
代
愛
に
居
住
す
と
い
ひ

停
へ
た
り
。

。
天
詳
山
桂
岩
寺

¥ 
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曹
洞
宗
也
。
俗
に
五
百
羅
漢
と
呼
ぺ
り
。
由
来
寄
に
云
ふ
。
営
寺
開

基
寛
永
十
九
年
倫
泰
瀬
創
立
仕
。
元
寺
地
は
侮
馬
町
地
子
地
に
有
v
之

島
、
享
保
十
四
年
類
焼
致
し
、
同
十
五
年
石
川
郡
泉
野
郡
地
の
内
へ
移

鱒
仕
。
と
あ
り
て
、
三
箇
屋
版
の
六
用
集
に
は
、
桂
岩
寺
下
侮
馬
町

と
記
載
す
。
按
宇
る
に
、
愛
異
記
に
、
享
保
十
四
年
二
月
十
六
日
夜

横
停
馬
町
よ
り
問
火
、
法
結
寺
境
ま
で
廿
七
軒
焼
失
す
と
あ
り
。
此

の
時
桂
岩
寺
も
延
焼
し
、
共
の
翠
年
泉
野
今
の
寺
地
へ
移
縛
治
立
せ

し
も
の
な
り
。

。
五
百
羅
漢

此
の
隷
漢
像
は
、
桂
岩
寺
境
内
土
蔵
中
に
安
置
せ
し
か
ど
‘
庫
倉
破

壊
せ
し
故
パ
今
は
堂
内
に
仮
に
安
置
す
。
抑
E

此
の
羅
漢
像
は
.
営
寺

先
住
天
鰐
和
倫
の
護
願
に
て
、
文
化
六
年
三
月
よ
り
僅
家
等
の
信
者

を
連
々
勧
進
し
、
二
百
飴
鉢
治
伸
し
、
倫
遁
々
勧
進
し
て
五
百
鉢
満

願
の
至
心
の
慮
、
文
化
十
一
年
九
月
貧
困
寺
先
住
九
峰
和
倫
、
犀
川

棲
畠
の
健
室
に
於
て
女
犯
肉
食
の
罪
科
露
顕
し
、
}
穴
鱗
和
備
も
一
坐

せ
し
事
褒
覚
し
て
、
箆
十
二
年
十
月
六
日
他
の
連
坐
六
借
と
共
に
泉

野
町
端
刑
法
場
に
於
て
礁
の
刑
に
鹿
せ
ら
れ
た
り
。
桂
岩
寺
後
住
繍

牛
和
倫
彼
の
遺
志
を
繕
ぎ
、
既
に
出
来
せ
し
像
を
ぽ
み
づ
か
ら
背
負

金
滞
古
蹟
蕗
巻
二
十

ひ
て
百
方
を
勧
進
し
、
文
政
八
年
に
至
り
五
百
斡
漸
く
金
備
せ
り
。

羅
漢
堂
の
土
磁
治
た
る
堂
宇
も
落
成
す
る
に
依
り
て
、
八
年
三
月
十

八
日
よ
り
廿
八
日
に
至
り
、
回
数
十
日
の
間
入
僻
供
養
執
行
し
、
共

の
式
師
は
貧
困
寺
の
現
住
玉
岡
和
倫
勤
v
之
、
共
の
外
大
衆
数
十
借
を

諦
じ
、
羅
漢
舎
修
行
あ
り
て
、
三
時
音
楽
を
奏
せ
り
。
男
女
参
詣
の

聴
衆
群
を
た
し
、
種
々
・
寄
進
す
る
事
移
し
。
共
の
愉
快
貨
に
近
世
の

盛
患
に
し
て
‘
本
願
天
鱗
和
備
の
志
願
、
此
に
於
て
成
就
す
る
事
を

得
た
り
と
い
へ
り
。
按
宇
る
に
.
金
津
府
下
草
創
以
来
、
働
毅
年
を

逐
う

τ盛
た
り
。
随
う
て
諸
宗
の
寺
院
働
剰
を
創
立
し
、
信
徒
も
ま

た
益
繁
昌
し
て
、
治
働
供
養
多
し
と
い
へ

E
も
、
五
百
件
貯
の
羅
漢
を

遺
り
、
堂
宇
を
港
管
し
て
安
置
す
る
も
の
、
貨
に
金
海
開
府
以
来
の

盛
事
美
談
と
い
ふ
ぺ
し
。
但
し
続
漸
得
雑
記
に
載
せ
た
る
評
に
日

〈
、
五
百
羅
漢
遊
働
本
願
天
鱗
和
尚
‘
如
ν
斯
功
徳
主
普
知
識
な
り
と

い
へ

E
も
、
破
戒
の
汚
名
を
受
け
、
死
を
野
越
に
晒
す
。
鵬
首
へ
小
過
唱

あ
り
と
も
罪
を
縛
宇
ぺ
き
や
如
何
。
答
目
、
前
世
議
図
は
遁
れ
難
し
、

後
生
は
必
十
時
じ
て
上
品
蓮
濯
に
生
れ
ん
事
疑
ひ
た
き
か
と
。
鳴
乎

滑
稽
の
評
論
一
一
笑
す
ぺ
し
。

。
倶
利
伽
羅
山
賀
集
寺

五




